
平 成 2 8 年 ６ 月 

保護者のみなさまへ 

大阪市教育委員会 

 

「大阪市いじめ対策基本方針～子どもの尊厳を守るために～」について 

 

 平成 28 年５月 10 日に「児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事

案に関する第三者委員会」より市長に対して、「大阪市立小学校児童のいじめ申

立に関する調査報告書」が提出されました。 

本報告書には、本市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果

的に推進するため、平成 27 年８月 25 日の教育委員会会議でおいて策定された

「大阪市いじめ対策基本方針～子どもの尊厳を守るために～」のさらなる周知

徹底等、事後対策の徹底が明記されています。 

この提言を受け、教育委員会としまして、各学校に本市の基本方針を再周知

するとともに、保護者のみなさまにも、平成 27 年８月にお示しいたしました本

市の基本方針を改めて周知させていただき、未然防止・早期発見・早期対応と

取組の充実を図りたいと考えております。 

 本市の基本方針は、「いじめを受けた子どもの救済と尊厳」を最優先し、被害

児童生徒及びその保護者の視点から、救済ルートの確保及び対処ルールの明確

化に努め、そのための実効性ある具体策に絞っていることが、最大の特色です。

いじめはどこの学校・学級でも起こりえるものであり、決して一人の教員で抱

え込まないようにし、校長先生をはじめ学校全体で対応してまいります。また、

教育委員会事務局とも情報を共有して、いじめ事案に対応していくことを通し

て、子どもの命をしっかりと守っていきたいと考えております。 

 保護者のみなさまにおかれましては、ここに示します概要をご覧いただくと

ともに、大阪市教育委員会のホームページに掲載されています本方針をご覧い

ただき、いじめの防止、早期発見及び早期対策等に関して、より一層の連携を

お願いいたします。 

（参考 URL http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000323976.html） 

 なお、ホームページをご覧になれない場合などは、学校等で閲覧していただ

くか、下記連絡先までお問い合わせください。  

  【連絡先】 

    教育委員会事務局 指導部 中学校教育担当 生活指導グループ  

                  電話 ０６－６２０８－９１７４   

http://www.city.osaka.lg.jp/kyoiku/page/0000323976.html


【「大阪市いじめ対策基本方針～子どもの尊厳を守るために～」（概要）】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【いじめに関する通報窓口】 
   

 

   

 

     

メールアドレス：gaibutsuuhou@yodo-law.com 

    ＦＡＸ：０６－６２３３－５１７０ 
 

              

（参考）「いじめ」等に関する相談窓口                 （平成 28年６月現在） 

【全国共通】 

２４時間子供ＳＯＳダイヤル 

０５７０－０－７８３１０ 

（なやみいおう） 
一部のＩＰ電話からはつながりません。 

【大阪市こども相談センター】 

こども専用電話教育相談  

保護者専用電話教育相談 

  

 ０６－４３０１－３１４０ 

 ０６－４３０１－３１４１ 

月～金曜  午前９時～午後７時  

（祝日・年末年始は除く）                         

【大阪法務局】 

子どもの人権１１０番 
 ０１２０－００７－１１０ 

月～金曜  

午前８時３０分～午後５時１５分 

     （祝日・年末年始は除く） 

一部のＩＰ電話からは接続できません。 

【大阪弁護士会】 

 子どもの人権１１０番！ 
 ０６－６３６４－６２５１ 

水曜    午後３時～午後５時 

第２木曜  午後６時～午後８時 

     （祝日・年末年始は除く） 

【子ども情報研究センター】 

 チャイルドライン 
０１２０－９９－７７７７ 

月～土曜  午後４時～午後９時 

     （祝日・年末年始は除く）      

子ども家庭相談室 電話相談 ０６－４３９４－８７５４ 

月・火・木曜 

午前１０時～午後８時 

（祝日は休み） 

全ての被害児童生徒・保護者にとって公平・公正な

いじめへの対処：ルールの明確化

【基本理念】 ○被害児童生徒の救済と尊厳を最優先 ○いじめを許さない
○回復すべきは人間関係よりも個人の尊厳 ○被害児童生徒・保護者の意見・要望の尊重
○被害児童生徒・保護者の知る権利 ○隠蔽には厳正に対処
○混乱の鎮静化を優先しない ○救済ルートの確保と対処ルールの明確化

早期発見の方策
・定期的な調査
・管理職への報告
・組織的な対応
・「いじめＳＯＳ」等

事案の調査及び早期対応
・行為の制止、安全確保
・心のケア及び学習支援
・事案の調査、判断
・被害児童生徒・保護者の要望・
意見の尊重、情報開示と説明

・犯罪行為の警察への通報等
・ルールに基づく加害児童生徒へ
の対応措置（含：出席停止及び
個別指導教室）

・安心できる学習環境の確保 等
・加害児童生徒等の転校の意思
確認

基本理念に基づく対処ルール
重大事態への対処
・報告・申立て
・第三者委員会による調査
・規則の制定、委員の人選

（被害児童生徒の保護者の
意向尊重）
・調査への協力義務
・被害児童生徒・保護者への
情報提供・報告

・調査結果の報告・公表
・市長・教委による措置
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